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法
的
ト
ラ
ブ
ル
を
抱
え
て
お
困

り
の
方
に
、
最
適
な
相
談
窓
口
や

解
決
に
役
立
つ
法
制
度
に
関
す
る

情
報
を
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

ま
た
資
力
の
少
な
い
方
を
対
象

と
し
た
無
料
法
律
相
談
の
ご
案
内

も
行
っ
て
い
ま
す
。

電
話
番
号

　

０
５
７
０-

０
７
８
３
７
４

　
　
　
　
　

（
お
な
や
み
な
し
）

開
設
時
間　

月
〜
金
曜
日
は
午
前

９
時
〜
午
後
９
時
、
土
曜
日
は
午

後
５
時
ま
で
（
日
曜
日
と
祝
日
は

休
み
で
す
。）

　
　

法
テ
ラ
ス
茨
城

　

☎
０
５
０-

３
３
８
３-

５
３
９
０

※行方市では、新たな自主財源の確保や地元商工業者などの活性化、市民生活情報の提供を目的に有料広告掲載の取り組みを行っています。

　

高
齢
者
自
ら
が
地
域
の
高
齢
者

を
対
象
に
健
康
づ
く
り
、
生
き
が

い
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
企
画

し
、
実
施
す
る
委
員
会
で
す
。
ぜ

ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

応
募
資
格　

県
内
に
住
ん
で
い
る

概
ね
60
歳
以
上
で
、
委
員
会
の
活

動
に
き
ち
ん
と
出
席
で
き
る
方
。

※
地
方
公
共
団
体
の
長
及
び
議
員

は
除
く
。

※
報
酬
・
交
通
費
は
な
し

任
期　

平
成
21
年
４
月
〜
平
成
23

年
３
月
末
日

応
募
方
法　

は
が
き
に
住
所
・
氏

名
（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・
性
別
・

電
話
番
号
と
「
応
募
の
動
機
、
活

動
の
抱
負
、
社
会
活
動
歴
な
ど

（
２
０
０
字
程
度
）」
を
明
記
し
、

３
月
13
日
（
金
）
ま
で
に
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い（
当
日
消
印
有
効
）

　
　
　

（
社
福
）
茨
城
県
社
会
福

祉
協
議
会　

茨
城
わ
く
わ
く
セ
ン

タ
ー

〒
３
１
０-

８
５
８
６　

水
戸
市

千
波
町
１
９
１
８

　

☎　

０
２
９-

２
４
３-

８
９
８
９

　
　
　

０
２
９-

２
４
４-

４
６
５
２

保
険
証
の
更
新

　

平
成
21
年
度
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
は
、
平
成
21
年
４
月

１
日
か
ら
更
新
に
な
り
ま
す
。
３
月
末
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
75
歳
以
上
の
方
、
65
歳
以
上
で

障
害
者
の
方
）
有
効
期
限
は
平
成
21
年
７
月
31
日
で
す
。
４
月
更
新

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

70
歳
〜
74
歳
の
方
の
一
部
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
支
払
う
窓
口
負
担
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
は
２
割
で

す
が
、
平
成
20
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割

負
担
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
１
割
負
担
の
期
間
が
１
年
間
延
長
さ

れ
、
平
成
22
年
３
月
31
日
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

１
年
間
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
高
齢
受
給
者
証
の
再
交
付
を

３
月
末
に
郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
現
在
３
割
負
担
の
方
は
除
か
れ

ま
す
。

　

高
齢
受
給
者
証
は
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
受
診

さ
れ
る
と
き
は
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
を

医
療
機
関
窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

※
国
保
税
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く

　

国
保
税
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
病
気
や
怪
我
な
ど
に
よ
る
医

療
費
の
支
払
い
を
賄
う
も
の
で
す
。
国
保
税
の
納
付
が
な
け
れ
ば
国

民
健
康
保
険
の
運
営
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

平
成
20
年
度
分
の
納
期
は
８
回
に
変
更
さ
れ
、
第
８
期
分
の
納
付

期
限
は
３
月
２
日
と
な
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
の
国
保
税
に
納
付
忘

れ
が
な
い
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
納
付
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
ビ
ニ
で

も
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

申
・
問

FAX

問

「
高
齢
者
は
つ
ら
つ
百
人
委
員
会
」

「
高
齢
者
は
つ
ら
つ
百
人
委
員
会
」

委
員
募
集

委
員
募
集

法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た

法
的
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
た

と
き
の
相
談
窓
口

と
き
の
相
談
窓
口
「
法
テ
ラ
ス
」

「
法
テ
ラ
ス
」
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住民基本台帳の閲覧状況について公表します＜問　総合窓口課（玉造庁舎）☎0299-55-0111＞住民基本台帳の閲覧状況について公表します＜問　総合窓口課（玉造庁舎）☎0299-55-0111＞
　平成 18年 11月１日の住民基本台帳法改正により、住民基本台帳閲覧状況の公表が義務付けられました。同法の規
定に基づき平成 20年３月から平成 21年２月までの閲覧状況を公表します。

閲　　覧　　者 閲　　覧　　事　　由 閲　覧　日 閲　　覧　　対　　象

大学共同利用機関法人　 国民性に関する意識動向調査 平成20年 12月 25日 16歳から 79歳以下の男
女 32人

内閣府大臣官房政府広報室 総合法律支援に関する世論調査 平成21年　1月 14日 行方市富田地区　15件

日本たばこ産業株式会社 2009年「全国たばこ喫煙者率調査」 平成 21年　1月 20日 行方市石神地区　20件

４
月
１
日
か
ら
ご
み
袋
の

色
が
変
わ
り
ま
す
！ 　

環
境
課
（
北
浦
庁
舎
）
☎
０
２
９
１
（
３
５
）
２
１
１
１

ごみ処理手数料が
変更になります

　

市
指
定
ご
み
袋
は
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
「
青
色
」
に
変
更
と
な
り

ま
す
。
現
在
使
用
し
て
い
る
ご
み
袋
「
緑
色
」
は
、平
成
21
年
３
月
31
日
を
も
っ

て
使
用
で
き
な
く
な
り
、
４
月
１
日
か
ら
集
積
所
へ
出
せ
ま
せ
ん
の
で
、
皆

様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
現
行
ご
み
袋
（
緑
色
）
の
使
用
期
限
は
、
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
と
な

り
ま
す
。

○
新
旧
ご
み
袋
の
交
換
方
法
に
つ
い
て

　

◆
平
成
20
年
９
月
末
ま
で
に
購
入
し
た
ご
み
袋
（
赤
の
シ
ー
ル
無
し
）
は
、

次
の
よ
う
に
交
換
し
ま
す
。

　
　

（
例
）　

旧
ご
み
袋
（
大
）
３
袋　

と　

新
ご
み
袋
（
大
）
２
袋

　
　
　
　
　

旧
ご
み
袋
（
大
）
５
袋　

と　

新
ご
み
袋
（
大
）
３
袋

　

◆
平
成
20
年
10
月
１
日
か
ら
購
入
し
た
ご
み
袋
（
赤
の
シ
ー
ル
有
り
）
は
、

同
数
の
新
ご
み
袋
と
交
換
し
ま
す
。

　
　

※
１
袋
（
10
枚
入
）
か
ら
交
換
し
ま
す
。
ま
た
、
旧
ご
み
袋
（
中
）・
旧

ご
み
袋
（
有
害
）
も
同
様
に
交
換
し
ま
す
。

○
新
ご
み
袋
に
つ
い
て

　

新
ご
み
袋
販
売
及
び
使
用
開
始　

平
成
21
年
３
月
１
日

◇交換期間及び場所

交換期間 場　所 時　間 備考

３月１日～

３月３１日

総合窓口課（玉造庁舎）

総 合 窓 口（麻生庁舎）

環　境　課（北浦庁舎）
午前８時３０分

～
午後５時３０分

土日祝祭

日を除く
４月１日～

４月３０日

環　境　課

（北浦庁舎）

平成21年４月１日から、家庭からでるご
みを美化センターに持ち込んだ場合に、
納めて頂くごみ処理手数料が変更になり
ます。今回の変更は、ごみの減量化のさ
らなる推進とごみ処理に要する経費を適
正に負担して頂くために行うものですの
で、皆様のご理解とご協力をお願いいた
します。
現　　行
搬入車１台につき 200㎏まで無料、
超過分は 10㎏につき 50 円
4 月 1日から
搬入車 1 台につき 50㎏まで無料
超過分は 10kg につき 100 円

祝日のごみ収集について
３月20日 ( 金・春分の日 )玉造地区の燃
えるごみの収集を実施します。
※集積所へは、朝 8時までに出してください
※燃えるごみ以外は収集しませんので集積所
へは出さないでください。※環境美化センター
は休業日ですので、一般ごみの受け入れは行
いません。

【問合せ】
環境課（北浦庁舎）

☎ 0291-35-2111
環境美化センター　

☎ 0299-72-1853


